
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

令和２年度　町単独土木事業　舗装工事

板野町西中富　稲井宅の所

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

町道８５８号線

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町川端字惣徳田５１－３

（株）金岡組

1,224,000

1,420,000

工事概要

入 札 の 状 況

金岡　大輔

1,224,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 7 令和2年11月7日

令和2年11月7日 令和3年2月26日

1,346,400

　施工延長　Ｌ＝９２．０ｍ

　　　舗装工　Ａ＝３２０ｍ２

　　　仮設工　交通誘導員Ｂ　４人

令和2年11月6日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

令和2年度

ほ装

AM10：30

松浦　惠 8大東興業（株） 1,420,000

林田　亮 5三共建設（株） 1,227,000

鈴木　栄 2（有）栄建設 1,225,000

吉岡　誠治 7（株）吉岡組 1,229,000

小川　徳次郎 8（株）小川土木 1,420,000

廣田　ちづる 2（株）廣田組 1,225,000

小川　隆市 失格小川土木（有） 1,223,000

金岡　大輔 ①（株）金岡組 1,224,000

東條　智之 5東條商事（株） 1,227,000

橋本　誉良 失格（有）誉建設 1,221,000

楠本　重仁 2（株）伸建設 1,225,000

楠本　辰夫 8（株）川内開発 1,420,000

最低制限価格未満の入札者名

小川土木（有）

（有）誉建設



令和２年度　町単独土木事業　舗装工事

整理番号 7

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

1,420,000大東興業（株） 松浦　惠 123 265R02/11/06 10時51分03秒265

1,227,000三共建設（株） 林田　亮 412 296R02/11/06 10時51分11秒296

1,225,000（有）栄建設 鈴木　栄 829 593R02/11/06 10時51分18秒593

1,229,000（株）吉岡組 吉岡　誠治 711 734R02/11/06 10時51分24秒734

1,420,000（株）小川土木 小川　徳次郎 121 000R02/11/06 10時51分32秒000

1,225,000（株）廣田組 廣田　ちづる 366 828R02/11/06 10時51分42秒828

1,223,000小川土木（有） 小川　隆市 327 171R02/11/06 10時51分51秒171

1,224,000（株）金岡組 金岡　大輔 831 175R02/11/06 10時51分58秒175

1,227,000東條商事（株） 東條　智之 415 425R02/11/06 10時52分05秒425

1,221,000（有）誉建設 橋本　誉良 123 972R02/11/06 10時52分13秒972

1,225,000（株）伸建設 楠本　重仁 116 472R02/11/06 10時52分21秒472

1,420,000（株）川内開発 楠本　辰夫 812 378R02/11/06 10時52分28秒378

予定価格

1,224,444

1,224,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

1,420,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 令和２年度　町単独土木事業　舗装工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥705,295

最低制限基本価格 1 , 2 2 2 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 1 , 2 2 4 , 0 0 0 円

7

¥120,000
¥333,000
¥262,705

1,421,000円

1 . 0 0 2 0

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


